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千葉市地域災害医療コーディネーター 

 

 

千葉市地域災害医療コーディネーター設置要綱 ［抜粋］ 

（委嘱） 

第２条 市長は、災害医療及び市内の医療の実情に精通した医師の中から、市地域災害

医療コーディネーター（以下「市コーディネーター」という。）を委嘱する。 

２ 市長は、各区ごとに、災害医療及び区内の医療の実情に精通した医師の中から、区

地域災害医療コーディネーター（以下「区コーディネーター」という。）を委嘱する。 

 

 

市地域災害医療コーディネーター 

（任期：平成２６年 ７月２４日～平成２８年 ６月３０日）      （敬称略） 

氏 名 所  属 備 考 

大濱 洋一 千葉市医師会 副会長  

中村 眞人 千葉市医師会 理事  

 

 

区地域災害医療コーディネーター 

（任期：平成２６年 ７月２４日～平成２８年 ６月３０日） 

氏 名 所  属 備 考 

豊口  透 千葉市医師会 中央区 

津田 克彦 千葉市医師会 花見川区 

中村  貢 千葉市医師会 理事 稲毛区 

篠﨑  啓 千葉市医師会 若葉区 

菊地 俊実 千葉市医師会 理事 緑 区 

太田 文夫 千葉市医師会 理事 美浜区 

 


